
令和 8 年度 第 1 回 勝山市生活交通地域協議会次第 

 

 

日時　令和８年５月１日（金）　14:00～ 

場所　勝山市役所　3 階　第１会議室 

 

１．議長選出・挨拶 

 

２．報告 

（１）令和 7 年度予算・決算について　【資料１】 

 

（２）市内公共交通の運行実績について　【資料２】 

　 

（３）地域公共交通計画における目標値と現状　【資料３】 

 

３．議題 

（１）勝山市生活交通地域協議会財務規程の変更ついて　【議題１】　 

　 

 

（２）令和 8 年度勝山市生活交通地域協議会の予算及びスケジュールについて　【議題２】　 

 

 

（３）市内全域でのフルデマンドバス運行について　【議題３】 

　 

　　 

４．そ の 他 

　協議会への観光事業者の参加 

 

 



歳入の部 

（単位：円）

 区     分 予算額 決算額 比較増減     摘          要

負担金 ‐ 0 ‐

補助金 ‐ 3,993,000 ‐
令和７年度地域公共交通確保維持改善事業補助
金（フィーダー系統）

繰越金 ‐ 9 ‐
令和6年度より繰越
※令和3年度の出納閉鎖後に利息として入金

諸収入 ‐ 0 ‐

 合       計 0 3,993,009 3,993,009

歳出の部

（単位：円）

 区     分 予算額 決算額 比較増減     摘          要

運営費 ‐ 0 ‐

事業費 ‐ 3,993,000 ‐

・フィーダー系統補助金
　勝山交通：2,213,010円
　大福交通：1,778,010円
・振込手数料　2件分　1,980円

予備費 ‐ 0 ‐

 合       計 0 3,993,000 3,993,000

令和7年度勝山市生活交通地域協議会歳入歳出決算書

歳入　3,993,009円　－　歳出　3,993,000円　＝　残金9円

　　　　残金9円は次年度に繰越します。

資料1



えちぜん鉄道の運行実績について 

 
 
 

 

資料１資料２



市内コミュニティバスの運行実績について（R7） 

  
 

資料２



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





５－４．評価指標と目標値 

目指すべき将来像を実現するための３つの目標について、目標の達成状況を評価するための

指標とその目標値を設定します。 

目標１　市民の日常生活を支える 利用しやすい公共交通の実現 

評価指標として、公共交通の利用者数、鉄道とバスの乗り継ぎ拠点での利用者、市民アンケ

ート調査における総合的な満足度を設定します。 

公共交通の利用者数については、増加または横ばい傾向にあった新型コロナウィルス感染症

拡大前の水準を目標とします。 

 

鉄道とバスの乗り継ぎ拠点での利用者数については、コミュニティバス「勝山駅前」バス停

の年間乗降者数を現況値とし、新型コロナウィルス感染症拡大前の水準を目標とします。 

 

公共交通の総合的な満足度については、交通手段により現況の満足度が異なるため、それぞ

れの現況値を踏まえた目標とします。 

 

 

 評価指標（指標の定義等） 現況値（根拠） 目標値（令和 8年度） 令和 7年度実績値

 
指標１．えちぜん鉄道の利用者数 

（市内の５駅の利用者数の合計）

100,064 人/年 

（令和 2年） 

（参考）令和元年：176,140 人

180,000 人/年 235,998 人/年

 
指標２．コミュニティバスの利用者数 

（全路線の利用者数の合計）

42,0172 人/年 

（令和 2年度） 

（参考）平成 30 年度：77,188 人

80,000 人/年 80,830 人/年

 評価指標（指標の定義等） 現況値（根拠） 目標値（令和 8年度）

 指標４．えちぜん鉄道の総合的な満足度 

（アンケート調査の「満足」「やや満足」の合計）

38.6％ 

(令和 3 年 9 月アンケート)
50％

 指標５．コミュニティバスの総合的な満足度 

（アンケート調査の「満足」「やや満足」の合計）

17.6％ 

(令和 3 年 9 月アンケート)
25％

 指標６．タクシーの総合的な満足度 

（アンケート調査の「満足」「やや満足」の合計）

22.6％ 

(令和 3 年 9 月アンケート)
30％

 評価指標（指標の定義等） 現況値（根拠） 目標値（令和 8年度） 令和 7年度実績値

 指標３．鉄道とバスの乗り継ぎ拠点での

利用者数 

（コミュニティバス「勝山駅前」バス停の乗降者

数）

7,133 人/年 

（令和 2年度） 

（参考）平成 30 年度：22,541 人

23,000 人/年 37,768 人/年

資料３



 

目標２　まちづくりや観光と連携した 勝山の活力・魅力を高める公共交通の実現 

評価指標として、公共交通サービスを享受できる市民の割合（公共交通カバー率）、勝山市外

への転出者数を設定します。 

公共交通カバー率については、バスの運行ルート・停留所の見直し、公共交通の利便性の高

い地域への緩やかな居住誘導により、現況値以上を目標とします。 

 

勝山市外への転出者数については、通勤・通学における公共交通の利便性を高めることによ

り、市外への転出人口を抑制するものとして、現況値（直近５年間の平均転出者数）の約２割

減を目標とします。 

 

 

 評価指標（指標の定義等） 現況値（根拠） 目標値（令和 8 年度） 令和 7年度実績値

 指標７．公共交通カバー率（利用圏域

内の人口の割合） 

（利用圏域：駅半径 500ｍ、バス停半径 300ｍ以内）

97.3％ 

（平成 27 年国勢調査）
97.3％以上 97.3％以上

 評価指標（指標の定義等） 現況値（根拠） 目標値（令和 8年度） 令和 7年度実績値

 指標８．勝山市外への転出者数 

（住民基本台帳）

584 人/年 

（H27～R1 の平均）
500 人/年 525 人/年



 

目標３　多様な主体がともに考え、次世代へつないでいく 持続可能な公共交通の実現 

評価指標として、公的資金が投入されている公共交通事業の収支、公共交通への公的資金投

入額、免許自主返納者数および返納に関する意向、えちてつサポーターズクラブの会員数を設

定します。 

公的資金が投入されている公共交通事業の収支率については、公共によるサービスとの役割

分担の明確化、事業の効率化により現況値以上を目標とします。 

公共交通への公的資金投入額については、運行ルートやダイヤ、運行方式の見直しなどによ

る事業の効率化により現況値以下を目標とします。 

 

免許の自主返納者数については、返納者へのサービスを拡充することにより、現況値（直近

５年間の平均返納者数）の約５割増を目標とします。 

65 歳以上の免許返納の意向についても、現況値の約５割増を目標とします。 

 

サポーターズクラブの会員数については、現況値の概ね１割増を目標とします。 

 

 評価指標（指標の定義等） 現況値（根拠） 目標値（令和 8年度） 令和 7年度実績値

 指標９．公的資金が投入されている公共交

通事業の収支率（又は収支差） 

（当該事業の運行事業者より資料を入手）

8.75％ 

（平成 30 年度）
10.0％ 6.53％

 指標 10．公共交通への公的資金投入額 

（年間１世帯当たり）

14,000 円/世帯 

（令和 2年度）
14,000 円/世帯以下 18,486 円/世帯

 評価指標（指標の定義等） 現況値（根拠） 目標値（令和 8年度） 令和 7年度実績値

 
指標 11．免許の自主返納者数

105 人/年 

（H28～R2 の平均）
150 人/年 87 人/年

 指標 12．65 歳以上の免許返納の意向 

（アンケート調査の「すでに自主返納した」「近々自主

返納を考えている」「数年後には返納する」の合計）

42.1％ 

(令和 3 年 9 月アンケート)
60％ ‐

 評価指標（指標の定義等） 現況値（根拠） 目標値（令和 8年度） 令和 7年度実績値

 指標 13．えちてつサポーターズクラ

ブの会員数 
（勝山市在住の「個人会員」「ゴールド会員」「フ

ァミリー会員」の合計）

701 人 

（令和元年度）
750 人 552 人



勝山市生活交通地域協議会財務規程　新旧対照表 

 
改正前 改正後

 勝山市生活交通地域協議会財務規程 

 

（趣旨） 

第１条　この規程は、勝山市生活交通地域協議会規約（以下「規約」という。）

第１３条の規定に基づき、勝山市生活交通地域協議会（以下「協議会」とい

う。）の財務に関し、必要な事項を定める。 

（予算） 

第２条　協議会の予算は、勝山市からの負担金、国からの補助金、繰越金お

よびその他の収入をもって歳入とし、協議会の運営および事業に係る経費を

もって歳出とする。 

２　協議会の会長（以下「会長」という。）は、毎会計年度予算を調製し、年

度開始前に協議会に諮るものとする。 

３　協議会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終了す

る。 

４　会長は、協議会において、第２項の予算の承認が得られたときは、当該

予算書の写しを速やかに勝山市長に送付しなければならない。 

（予算の補正） 

第３条　会長は、会計年度の途中において、既定予算に補正の必要が生じた

ときは、これを調製し、速やかに協議会に諮るものとする。 

２　協議会において、前項の補正予算の承認が得られたときは、前条第４項

の規定を準用する。

勝山市生活交通地域協議会財務規程 

 

（趣旨） 

第１条　この規程は、勝山市生活交通地域協議会規約（以下「規約」という。）

第１３条の規定に基づき、勝山市生活交通地域協議会（以下「協議会」とい

う。）の財務に関し、必要な事項を定める。 

（予算） 

第２条　協議会の予算は、勝山市からの負担金、国からの補助金、繰越金お

よびその他の収入をもって歳入とし、協議会の運営および事業に係る経費を

もって歳出とする。 

２　協議会の会長（以下「会長」という。）は、毎会計年度予算を調製し、年

度開始前に協議会に諮るものとする。 

３　協議会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終了す

る。 

４　会長は、協議会において、第２項の予算の承認が得られたときは、当該

予算書の写しを速やかに勝山市長に送付しなければならない。 

（予算の補正） 

第３条　会長は、会計年度の途中において、既定予算に補正の必要が生じた

ときは、これを調製し、速やかに協議会に諮るものとする。 

２　協議会において、前項の補正予算の承認が得られたときは、前条第４項

の規定を準用する。

議題１



 
勝山市生活交通地域協議会財務規程　新旧対照表 

 

 
改正前 改正後

 （予算区分） 

第４条　歳入予算の款、項および目の区分は、別表第１のとおりとする。 

２　歳出予算の款、項および目の区分は、別表第２のとおりとする。 

３　当該年度において臨時かつ特別な理由があるときは、別表第１および別

表第２に定めるもの以外の項および目を定めることができる。 

（予算の流用および予算費の充用） 

第５条　歳出予算の流用および予備費の充用は、勝山市の例によるものとす

る。 

２　会長は、前項の規定により歳出予算の流用または予備費の充用をしたと

きは、次回の協議会の会議において報告しなければならない。 

（出納および現金等の保管） 

第６条　協議会の出納は、会長が行う。 

 

２　協議会に属する現金等は、銀行その他の金融機関に預け入れなければな

らない。

（予算区分） 

第４条　歳入予算の款、項および目の区分は、別表第１のとおりとする。 

２　歳出予算の款、項および目の区分は、別表第２のとおりとする。 

３　当該年度において臨時かつ特別な理由があるときは、別表第１および別

表第２に定めるもの以外の項および目を定めることができる。 

（予算の流用および予算費の充用） 

第５条　歳出予算の流用および予備費の充用は、勝山市の例によるものとす

る。 

２　会長は、前項の規定により歳出予算の流用または予備費の充用をしたと

きは、次回の協議会の会議において報告しなければならない。 

（出納および現金等の保管） 

第６条　協議会の出納は事務局長が行う。ただし、事務局は勝山市未来創造

課、事務局長は勝山市未来創造課長の職にあるものをもって充てる。 

２　協議会に属する現金等は、銀行その他の金融機関に預け入れなければな

らない。



勝山市生活交通地域協議会財務規程　新旧対照表 

 

 
改正前 改正後

 （協議会出納員） 

第７条　会長は、協議会の事務局職員のうちから協議会出納員を命ずること

ができる。 

２　協議会出納員は、会長の命を受けて、協議会の出納その他会計事務をつ

かさどる。 

 

（新設） 

 

（出納の閉鎖） 

第８条　協議会の出納は、翌年の５月３１日をもって閉鎖する。 

 

（新設） 

 

（収入および支出の手続） 

第９条　協議会の予算に係る収入および支出の手続きは、勝山市の例により

行うものとする。 

２　協議会の出納員は、次に掲げる簿冊を備え、出納の管理を行うものとす

る。 

（1）予算整理簿 

（2）前号に掲げるもののほか、必要な簿冊

（協議会出納員） 

第７条　事務局長は、協議会の事務局職員のうちから協議会出納員を命ずる

ことができる。 

２　協議会出納員は、事務局長の命を受けて、協議会の出納その他会計事務

をつかさどる。 

（専決事項） 

第８条　財務に関する事務について、協議会に諮るいとまがないときは、会

長は専決処分を行うことができる。 

（出納の閉鎖） 

第９条　協議会の出納は、翌年の５月３１日をもって閉鎖する。 

（監事） 

第１０条　協議会に監事を１人置き、委員のうちから会長が指名する。 

２　監事は、協議会の会計、出納を監査し、監査の結果を会長に報告する。 

（収入および支出の手続） 

第１１条　協議会の予算に係る収入および支出の手続きは、勝山市の例によ

り行うものとする。 

２　協議会の出納員は、次に掲げる簿冊を備え、出納の管理を行うものとす

る。 

（1）予算整理簿 

（2）前号に掲げるもののほか、必要な簿冊



勝山市生活交通地域協議会財務規程　新旧対照表 

 

 
改正前 改正後

 （決算等） 

第１０条　会長は、毎会計年度終了後、遅滞なく、協議会の決算を調製し、

協議会の承認を得るものとする。 

２　会長は、前項の承認を得るにあたっては、規約第５条に規定する監事の

監査を受け、その結果を添えなければならない。 

３　会長は、第１項の規定により協議会の承認を得たときは、当該決算書の

写しを速やかに勝山市長に送付しなければならない。 

（その他） 

第１１条　この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項

は、会長が協議会に諮って定める。

（決算等） 

第１２条　会長は、毎会計年度終了後、遅滞なく、協議会の決算を調製し、

協議会の承認を得るものとする。 

２　会長は、前項の承認を得るにあたっては、規約第５条に規定する監事の

監査を受け、その結果を添えなければならない。 

３　会長は、第１項の規定により協議会の承認を得たときは、当該決算書の

写しを速やかに勝山市長に送付しなければならない。 

（その他） 

第１３条　この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項

は、会長が協議会に諮って定める。



勝山市生活交通地域協議会財務規程　新旧対照表 

 
改正前 改正後

 別表第１（第４条関係）  

歳入予算の款、項および目の区分  

 

別表第２（第４条関係）  

歳出予算の款、項および目の区分  

 

別表第１（第４条関係）  

歳入予算の款、項および目の区分  

 

別表第２（第４条関係）  

歳出予算の款、項および目の区分  

 
 

 款 項 目

  １　負担金  １　負担金  １　負担金

  ２　補助金  １　補助金  １　補助金

  ３　繰越金  １　繰越金  １　繰越金

  ４　諸収入  １　諸収入  １　雑入

 款 項 目

  １　運営費  １　会議費  １　会議費

  ２　事務費  １　事務費

  ２　事業費  １　事業費  １　事業費

  ３　予備費  １　予備費  １　予備費

 款 項 目

  １　負担金  １　負担金  １　負担金

  ２　補助金  １　補助金  １　補助金

  ３　繰越金  １　繰越金  １　繰越金

  ４　諸収入  １　諸収入  １　雑入

 款 項 目

  １　運営費  １　会議費  １　会議費

  ２　事務費  １　事務費

  ２　事業費  １　事業費  １　事業費

  ３　予備費  １　予備費  １　予備費



令和 8 年度勝山市生活交通地域協議会スケジュール 

公共交通計画の改定に関することの他、令和 9年度からの市内全域でのデマンドバス運行に係る事も

必要に応じて協議する。 

 協議会 内　　容 備　考

 

5 月 第１回

〇令和 7年度公共交通実績、財務規定改定、令和 8年度予算や 

スケジュール説明、令和９年度市内全域でのフルデマンドバス運 

行について

 

6 月
第２回 

（下旬）

〇フィーダー補助計画のローリング,交通計画改定の状況につい 

て、AI デマンド配車システム導入について

 

7 月

 

8 月

 

 

9 月 第３回

 

〇AI デマンド配車システムの実証導入について、計画改定の状況

について、市内全域でのフルデマンドバス運行について

 

10 月

 

11 月

 

12 月 第４回

○公共交通計画（案）についての検討、フィーダー補助計画の自己
評価

 

1 月

 

2 月 第５回

 

〇計画（最終案）の承認、AI デマンド配車システム実証導入結果

 

3 月

交通計画改定 

・勝山市の状況や公共交通の現況分析 

・市民のニーズや公共交通の利用実態の調査・把握 

AI デマンド配車システム導入 

・システムテスト 

・事業者トレーニング

交通計画改定 

・調査結果等から課題等の整理し、公共交通計画（案） 
取りまとめ、策定 

AI デマンド配車システム導入 
・10 月より既存デマンドバス運行地区で実証導入開始

交通計画改定 

・公共交通計画（最終案）策定 
AI デマンド配車システム導入 
・利用者アンケート

AI デマンド配車システム導入 
・市内全域でのデマンドバス運行に向けた準備

議題２



歳入の部 

（単位：円）

 区     分 今年度予算額 前年度決算額 比較増減     摘          要

負担金 5,336,000 0 5,336,000 勝山市負担金

補助金 5,334,000 3,993,000 1,341,000

令和8年度地域公共交通確保維持改善事業補助金
（フィーダー系統）　3,993,000円

地域公共交通調査等事業（交通計画改定補助）
1,341,000円

繰越金 9 9 0
令和7年度より繰越
※令和3年度の出納閉鎖後に利息として入金

諸収入 0 0 0

 合       計 10,670,009 3,993,009 6,677,000

歳出の部

（単位：円）

 区     分 今年度予算額 前年度決算額 比較増減     摘          要

運営費 0 0 0

事業費 10,670,009 3,993,000 6,677,009
・フィーダー系統補助金
・交通計画改定補助金
・公共交通計画策定委託料

予備費 0 0 0

 合       計 10,670,009 3,993,000 6,677,009

令和8年度勝山市生活交通地域協議会歳入歳出予算書

議題２



市内全域でのフルデマンドバス運行について 

 

１．これまでの経緯 

　勝山市地域公共交通計画では策定の際に実施したアンケートで、運行本数について不満と感じて

いる割合が半数を超えていたことから、「誰もが利用しやすい、利用したくなる公共交通ネットワー

クを目指す」としており、利用者の少ない日中は市全域でデマンドバスを運行する交通体系へと再

編する方針となっています。 

　市全域でのフルデマンドバスに向けて、現在、北郷、野向及び荒土地区ではデマンドバスを試験

運行しており、住民アンケートでも高い満足度を得ており、実際に該当地区のバス利用者も毎年増

加しております。 

※フルデマンドバスとは？ 

　従来の路線バスのようなダイヤ及び路線を設定せずに、利用者の予約に応じて運行する乗合交通。

希望の時間に希望の停留所間を移動するため、需要に応じた効率的な移動ができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議題３



２．市内全域でのフルデマンドバスの概要 

　令和９年４月より中学校の統廃合に合わせて、朝夕はスクールバス（市民混乗可能であり、学校

だけでなく病院や勝山駅等にも停車し通勤等の定時便としても利用できる）を運行し、日中は市内

全域でフルデマンドバスを運行することで、市民の細かな移動ニーズに応えられるような交通体系

とします。 

 

市内全域フルデマンドバス運行情報（予定） 

・開始時期：令和９年４月から 

・運行車両：コミューター、ジャンボタクシー等　計５台 

・運行時間：９：００～１６：００（スクールバスの運行が無い日は８：００～１７：００） 

・運行日　：年末年始を除く全日 

・予約方法：運行事業者に電話又はアプリ（Ｗｅｂ）で予約 

　　　　　　予約についてはＡＩデマンド配車システムを導入し、予約や配車をＡＩで管理する。 

　　　　　　（現在は電話予約のみで１週間～１時間前までに予約することとなっているが、シス 

テム導入で短縮が可能） 

・運　賃　：未定（運賃及び運行区域（バス停場所）については次回以降の協議会で別途協議） 

・運行区域：市内全域（乗降はバス停留所のみ。バス停留所は、既存のバス停の他、新しくフルデマ 

ンドバスが運行となる地区と協議を行い、約１００箇所増設予定。） 

　バス停新設イメージ図　　　　●→既存のバス停　　　●→新設予定バス停 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　既存のバス停を中心に半径１５０ｍをカバーエリアとし、そこから外れているエリアを埋めるよ

うに新規のバス停を設置する。路線コースを考慮しなくて済む他、運行車両も大きなバス車両でな

いため利用者のより近くにバス停を設置できる。


